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一般社団法人茨城県卓球連盟 規約 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 名称は、一般社団法人茨城県卓球連盟（以下「本連盟」）という。 

（事務所） 

第２条 本連盟は、事務所を理事長宅、副理事長宅または事務局長宅におく。 

（加盟） 

第３条 本連盟は、公益財団法人日本卓球協会、関東卓球連盟、公益財団法人茨城県スポー

ツ協会に加盟する。 

 

第２章 目的及び事業 

（目的） 

第４条 本連盟は、茨城県内における卓球を統括し代表する団体として、次の目的を持って会員 

   相互の親睦、 融和に寄与する。 

    (１)卓球の普及並びに発展 

    (２)体力の増進 

    (３)スポーツマン精神の涵養 

（事業） 

第５条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 卓球の普及及び指導並びに技術の調査研究に関すること 

（２） 指導者養成のための講習会及び研修会を開催すること 

（３） 公益財団法人日本卓球協会（略称ＪＴＴＡ）に加盟し、県内を統括する事業 

（４） 茨城県の卓球選手権及びその他の競技会を開催すること 

（５） 全国大会県予選を開催し、又は都道府県の競技会への代表者の選考及び派遣並

びに外国選手を招聘すること 

（６） 加盟団体の行う事業運営の援助を行うこと 

（７） 公認審判員及び公認指導者の資格並びに段級制を認定し、登録すること 

（８） 競技規則を制定すること 

（９） 卓球に関する機関誌及び刊行物の発行並びに情報発信を行うこと 

（１０）本条に定める事業の遂行に必要な財源調達を図るための事業 

（１１）前各号に掲げる事業に付随又は関連する事業 

  

第３章 会員及び登録 

（会員） 

第６条  会員とは、本連盟が別に定める｢一般社団法人茨城県卓球連盟登録規程｣に基づき登

録した者をいう。 
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（登録） 

第７条  本連盟の会員になろうとするものは、原則として毎年６月３０日までに公益財団法人日本 

      卓球協会加盟登録申請書（一般社団法人茨城県卓球連盟加盟登録申請書を兼ねる。）

に登録料を添えて本連盟に提出しなければならない。 

２   登録については、別に定める「一般社団法人茨城県卓球連盟登録規程」による。 

 

第４章 役員 

（役員） 

第８条 本連盟に次の役員をおく。 

（１）会長               １名 

（２）副会長            若干名   

（３）理事長              １名 

（４）副理事長           １０数名 

（５）事務局長            １名 

（６）部長             若干名 

（７）常任理事       １５名程度 

（８）理事         ３０名程度 

（９）監事               ２名 

（役員の職務） 

第９条 役員は次の職務を行う。 

       （１）会長は、代表理事とし、本連盟を代表し、業務を統括する。 

       （２）副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。 

       （３）理事長は、会長及び副会長を補佐し、業務全般を処理する。あわせて専門部を 

          統括する。 

       （４）副理事長は、理事長を補佐し、代行の任にあたる。 

       （５）事務局長は、事務全般を執行する。 

       （６）部長は、所属の専門部を統括する。 

       （７）常任理事は、本連盟の事業執行にあたる。 

       （８）理事は、部長の指示に基づき、業務を分担執行する。 

       （９）監事は、本連盟の会計及び業務執行等の状況を監査し、その結果を常任理事会及 

び総会に報告する。 

（役員の選任） 

第１０条 役員は、総会の決議によって選任する。 

    ２  役員の選任については、「一般社団法人茨城県卓球連盟役員選任規程」に定める。 

    ３  会長は、総会で選任した役員を委嘱する。 

    ４  役員は、満８０歳を定年とし、年齢を満たした次の任期満了日をもって退任し、その資格
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を喪失する。 

（名誉会長・名誉副会長・最高顧問及び顧問） 

第１１条 本連盟に名誉会長、名誉副会長、最高顧問及び顧問をおくことができる。 

    ２  名誉会長、名誉副会長、最高顧問及び顧問は、本連盟に功労のあった者のうちから 

      常任理事会の推挙により会長が委嘱する。 

    ３   名誉会長、名誉副会長、最高顧問及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に        

応じ総会に出席して、意見を述べることができる。 

第１２条  役員の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

   ２   事業年度の途中から選任された役員の任期は、前任者の任期が終了する時までと     

する。 

３  役員は、定款第２５条に定める定数を欠くに至るときは、任期の満了又は辞任により退任

した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。 

（役員の解任） 

第１３ 条 会長は、役員が次の各号に該当するときは、総会の決議によって解任することが             

できる。 

         （１）職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき 

         （２）心身の故障のため職務の執行に支障があり、またはこれに耐えないと認められる 

          とき 

    ２  前項について総会で決議する前に、その役員に弁明の機会を与えることができる。 

 

第５章 専門部および事務局 

（専門部） 

第１４条 本連盟は、専門部をおく。 

   ２   専門部の事務分掌は、「一般社団法人茨城県卓球連盟専門部および事務局分掌規程」

に定める。 

    ３ 本連盟規約第５条に掲げる事業遂行のため、新たに専門部を設置する場合または            

廃止することになった場合には、常任理事会の決議を経て追加または廃止するものとす      

る。 

    ４  専門部は、それぞれの部長が統括する。 

    ５  専門部の決定事項のうち、特に重要な事項は、常任理事会および総会において報告し

なければならない。 

（事務局） 

第１５条 本連盟は、事務局をおく。 

   ２  事務局の事務分掌は、｢一般社団法人茨城県卓球連盟専門部および事務局分掌規程｣

に定める。 

    ３ 事務局は、事務局長が統括する。 

    ４ 特に重要な事項は、常任理事会及び総会において報告しなければならない。 
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第６章 会議 

（会議の種類) 

第１６条 本連盟の会議は、次のとおりとする。 

       （１）総会 

       （２）常任理事会 

       （３）その他会長が必要と認めた会議 

    ２   事務局は、常任理事会と総会の議事録を作成する。 

    ３   総会議事録は議長及び総会において選出された議事録署名人２名以上が、常任理事 

会議事録は出席した代表理事及び監事が、これに署名又は電子署名若しくは記名押 

押印をしなければならない。 

（総会） 

第１７条 総会は年１回会長が招集する。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時総会を招集 

     することができる。会長が、特に支障がないと認めたときは、常任委員会の合意を得て 

臨時総会の招集にかえ、文書によって議案の可否を諮ることができる。 

   ２ 総会は、役員及び全ての正会員をもって構成し、その過半数の出席により成立する。 

議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 

     ３  総会の議長は、会長があたる。 

     ４  総会は、常任理事会で審議された次の事項を承認する。 

         （１）事業報告及び収支決算 

         （２）事業計画及び収支予算 

         （３）役員人事 

         （４）その他重要な事項 

（常任理事会） 

第１８条  常任理事会は、会長が招集する。 

   ２  常任理事会は、本連盟の執行機関として次の事項を計画・審議する。 

     （１）総会に諮る審議事項 

     （２）総会で委任された事項 

      （３）規約及び規程の制定、改正及び廃止 

     （４）その他緊急を要する事項について 

   ３  常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、専門部長、常任理事を

もって構成する。 

    ４   常任理事会の議長は、会長があたる。 

    ５  常任理事会は、常任理事の過半数の出席（委任を含む）により成立する。議事は、出席 
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        者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の裁決するところによる。 

 

第７章 表彰 

（表彰） 

第１９条 一般社団法人茨城県卓球連盟役員、茨城県代表の監督若しくは選手あるいは、茨城

県の卓球競技の発展振興に貢献した者で、その功労が特に顕著なものについては、別に

定める「一般社団法人茨城県卓球連盟表彰規程」に基づき会長が表彰する。  

 

第８章 会計 

（事業年度） 

第２０条  本連盟の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

（事業計画及び収支予算） 

第２１条 本連盟の事業計画、収支予算書等を記載した書類については、毎事業年度開始の日 

       の前日までに会長が作成し、常任理事会の審議を経てから総会の承認を受けなければ

ならない。これを変更する場合も同様とする。 

（事業報告及び収支決算） 

第２２条 本連盟の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後に会長が書類を作成し 

       監事の監査を受けた上で、常任理事会の審議を経てから総会の承認を受けなければな      

らない。 

(経費の支弁) 

第２３条  本連盟の経費は、登録料、参加料、協賛金その他の雑収入をもって支弁する。 

    ２  本連盟の事業執行に必要な事務経費の取扱いについては、「一般社団法人茨城県卓

球連盟事務費規程」に定める。 

    ３   本連盟の事業執行のため出張した場合は、別に定める「一般社団法人茨城県卓球連

盟旅費規程」に定める。 

（分担金等） 

第２４条 本連盟は、加盟した公益財団法人日本卓球協会、関東卓球連盟、公益財団法人茨城 

        県スポーツ協会へ、それぞれが定めた分担金等を納入する。 

（特別会計） 

第２５条  本連盟は、常任理事会の決議を経て、特別な事業執行に必要な経費にあてるための

特別会計を設けることができる。 

 

第９章   その他 

（関連団体への役員選任） 

第２６条 本連盟より公益財団法人日本卓球協会及び公益財団法人茨城県スポーツ協会、その

他の法人から役員選任を要請された場合は、会長の承認を経て決定する。 

（慶弔） 

第２７条 一般社団法人茨城県卓球連盟役員の慶弔については、「一般社団法人茨城県卓球連

盟慶弔規程」に定める。 
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（資格の喪失） 

第２８条 本連盟の会員で、会員としてふさわしくない行為があった場合は、常任理事会の審議を

経て、総会の決議により除名することができる。 

 

第１０章 補則 

（規約の改廃） 

第２９条 この規約の改廃は、常任理事会において出席者の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の裁決するところによる。 

２  前項で決議された規約の改廃は、総会に報告する。 

 

附 則 

１ この規約は、令和４年４月１日、一般社団法人茨城県卓球連盟を設立したことにより、「茨

城県卓球連盟規約」をもとに制定する。 

   ２ 平成２５年４月１日制定「茨城県卓球連盟規約」は廃止する。 

  ３ 昭和４３年１月２１日制定「茨城県卓球連盟規約」は廃止する。 

  ４ この規約の改正は、令和８年４月１２日から施行する。 


